
 

  

 

東 京 都 中 央 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 元 年 東 京 都 規 則 第 百 十 二 号) 新 旧 対 照 表 

改    正    案 現         行 
第 一 条 か ら 第 十 五 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

（ 卸 売 業 者 に よ る 売 買 取 引 の 結 果 等 の 公 表 ） 

第 十 六 条 （ 現 行 の と お り ） 

２ （ 現 行 の と お り ） 

一 及 び 二 （ 現 行 の と お り ） 

三 （ 現 行 の と お り ） 

ア か ら ウ ま で （ 現 行 の と お り ） 

エ 卸 売 業 者 が 卸 売 市 場 内 に あ る 生 鮮 食 料 品 等 以 外 の 生 鮮 食

料 品 等 の 卸 売 を す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 生 鮮 食 料 品 等 の

卸 売 （ 条 例 第 三 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 の 指 定 を 受

け た 市 場 外 の 保 管 場 所 （ 以 下 「 市 場 外 保 管 場 所 」 と い う 。

） に お い て す る も の を 除 く 。 ） 

３ （ 現 行 の と お り ） 

第 十 七 条 （ 現 行 の と お り ） 

（ 市 場 外 に あ る 生 鮮 食 料 品 等 の 卸 売 の 報 告 等 ） 

第 十 八 条 条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 毎 月 十 日

第 一 条 か ら 第 十 五 条 ま で （ 略 ） 

（ 卸 売 業 者 に よ る 売 買 取 引 の 結 果 等 の 公 表 ） 

第 十 六 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

一 及 び 二 （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

ア か ら ウ ま で （ 略 ） 

エ 卸 売 業 者 が 卸 売 市 場 内 に あ る 生 鮮 食 料 品 等 以 外 の 生 鮮 食

料 品 等 の 卸 売 を す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 生 鮮 食 料 品 等 の

卸 売 

 

 

３ （ 略 ） 
第 十 七 条 （ 略 ） 

（ 市 場 外 に あ る 生 鮮 食 料 品 等 の 卸 売 の 報 告 等 ） 

第 十 八 条 条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 毎 月 十 日



 

  

 

ま で に 前 月 中 に 卸 売 を し た 物 品 （ 市 場 外 保 管 場 所 に お い て し た

も の を 除 く 。 ） に つ い て 別 記 第 十 四 号 様 式 に よ る 卸 売 市 場 外 に あ

る 生 鮮 食 料 品 等 の 卸 売 結 果 報 告 書 に よ つ て し な け れ ば な ら な い

。 

２ （ 現 行 の と お り ） 

第 十 九 条 （ 現 行 の と お り ） 

（ 卸 売 業 者 に よ る 売 買 取 引 の 結 果 等 の 報 告 ） 

第 二 十 条 （ 現 行 の と お り ） 

２ （ 現 行 の と お り ） 

一 及 び 二 （ 現 行 の と お り ） 

三 （ 現 行 の と お り ） 

ア か ら ウ ま で （ 現 行 の と お り ） 

エ 卸 売 業 者 が 卸 売 市 場 内 に あ る 生 鮮 食 料 品 等 以 外 の 生 鮮 食

料 品 等 の 卸 売 を す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 生 鮮 食 料 品 等 の

卸 売 （ 市 場 外 保 管 場 所 に お い て す る も の を 除 く 。 ） 

３ （ 現 行 の と お り ） 

第 二 十 一 条 か ら 第 二 十 七 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

（ 市 場 施 設 使 用 許 可 申 請 書 等 ） 

ま で に 前 月 中 に 卸 売 を し た 物 品 に つ い て 別 記 第 十 四 号 様 式 に よ

る 卸 売 市 場 外 に あ る 生 鮮 食 料 品 等 の 卸 売 結 果 報 告 書 に よ つ て し

な け れ ば な ら な い 。 

 

２ （ 略 ） 

第 十 九 条 （ 略 ） 

（ 卸 売 業 者 に よ る 売 買 取 引 の 結 果 等 の 報 告 ） 

第 二 十 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

一 及 び 二 （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

ア か ら ウ ま で （ 略 ） 

エ 卸 売 業 者 が 卸 売 市 場 内 に あ る 生 鮮 食 料 品 等 以 外 の 生 鮮 食

料 品 等 の 卸 売 を す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 生 鮮 食 料 品 等 の

卸 売 
３ （ 略 ） 

第 二 十 一 条 か ら 第 二 十 七 条 ま で （ 略 ） 

（ 市 場 施 設 使 用 許 可 申 請 書 等 ） 



 

  

 

第 二 十 八 条  （ 現 行 の と お り ） 

一  （ 現 行 の と お り ） 

ア か ら キ ま で  （ 現 行 の と お り ） 
ク 申 請 者 が 仲 卸 業 者 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 条 例 第 四 十 三 条

第 四 項 第 二 号 、 第 六 号 、 第 八 号 及 び 第 九 号 に 掲 げ る 者 に 該 当

し な い こ と を 誓 約 す る 書 面 （ 別 記 第 三 十 九 号 様 式 ） 

  ケ 申 請 者 が 関 連 事 業 者 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 条 例 第 四 十 三

条 第 五 項 第 二 号 、 第 五 号 、 第 七 号 及 び 第 八 号 に 掲 げ る 者 に 該

当 し な い こ と を 誓 約 す る 書 面 （ 別 記 第 四 十 号 様 式 ） 

二  （ 現 行 の と お り ） 

２ （ 現 行 の と お り ） 

第 二 十 九 条 か ら 第 六 十 二 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

別 表 第 一 か ら 別 表 十 一 ま で （ 現 行 の と お り ） 

 

 
第 二 十 八 条  （ 略 ） 

一  （ 略 ） 

ア か ら キ ま で  （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

二  （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

第 二 十 九 条 か ら 第 六 十 二 条 ま で （ 略 ） 

別 表 第 一 か ら 別 表 十 一 ま で （ 略 ） 

     


